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○
経
済
産
業
省
告
示
第
百
八
十
二
号

第
四
次
産
業
革
命
ス
キ
ル
習
得
講
座
の
認
定
に
関
す
る
規
程
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
二
十
九
年
七
月
三
十
一
日

経
済
産
業
大
臣

世
耕

弘
成

第
四
次
産
業
革
命
ス
キ
ル
習
得
講
座
の
認
定
に
関
す
る
規
程

（
目
的
）

第
一
条

こ
の
規
程
は
、
将
来
の
成
長
が
強
く
見
込
ま
れ
、
雇
用
創
出
に
貢
献
す
る
分
野
に
お
け
る
専
門
性
の
獲
得
や
能
力
の

転
換
の
促
進
、
及
び
様
々
な
専
門
性
を
活
用
し
て
事
業
を
創
出
・
運
営
・
管
理
等
す
る
能
力
の
獲
得
に
よ
り
社
会
人
の
キ
ャ

リ
ア
形
成
を
図
り
、
企
業
・
産
業
の
競
争
力
強
化
に
つ
な
が
る
と
と
も
に
、
専
門
的
か
つ
実
践
的
な
能
力
を
育
成
す
る
教
育

訓
練
を
経
済
産
業
大
臣
が
認
定
し
て
奨
励
す
る
こ
と
に
よ
り
、
社
会
人
の
職
業
に
必
要
な
能
力
の
向
上
を
図
る
機
会
の
拡
大

に
資
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

（
認
定
）

第
二
条

経
済
産
業
大
臣
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
要
件
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
と
認
め
ら
れ
る
教
育
訓
練
を
、
第
四
次
産
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業
革
命
ス
キ
ル
習
得
講
座
と
し
て
認
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

一

前
条
の
目
的
に
適
合
し
、
か
つ
、
次
の
い
ず
れ
か
の
分
野
に
該
当
す
る
こ
と
。

イ

情
報
処
理
の
知
識
及
び
技
術
に
関
す
る
も
の

ロ

情
報
処
理
の
知
識
及
び
技
術
の
他
の
分
野
へ
の
活
用
に
関
す
る
も
の

二

対
象
と
す
る
職
業
の
種
類
及
び
身
に
付
け
る
こ
と
が
で
き
る
能
力
を
具
体
的
か
つ
明
確
に
定
め
、
公
表
し
て
い
る
こ
と
。

三

対
象
と
す
る
職
業
に
応
じ
、
前
号
の
能
力
を
身
に
付
け
る
の
に
必
要
な
実
務
に
関
す
る
知
識
、
技
術
及
び
技
能
を
習
得

さ
せ
る
教
育
訓
練
で
あ
る
こ
と
。

四

実
習
、
実
技
、
演
習
又
は
発
表
を
伴
う
授
業
そ
の
他
実
践
的
な
方
法
に
よ
る
授
業
が
、
教
育
訓
練
の
一
定
割
合
以
上
を

占
め
て
い
る
こ
と
。

五

審
査
、
試
験
そ
の
他
の
適
切
な
方
法
に
よ
り
教
育
訓
練
の
成
果
に
係
る
評
価
を
行
っ
て
い
る
こ
と
。

六

前
号
の
評
価
に
よ
り
、
教
育
訓
練
を
修
了
し
た
と
認
め
ら
れ
る
受
講
者
に
対
し
て
、
修
了
証
を
交
付
す
る
こ
と
。

七

授
業
の
内
容
や
受
講
者
の
利
便
等
を
勘
案
し
、
授
業
を
行
う
時
間
、
時
期
、
場
所
等
に
つ
い
て
社
会
人
が
受
講
し
や
す

い
工
夫
を
行
っ
て
い
る
こ
と
。
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八

教
育
訓
練
を
実
施
す
る
者
が
当
該
教
育
訓
練
の
評
価
及
び
そ
の
改
善
を
継
続
的
に
行
う
仕
組
み
を
有
し
て
い
る
こ
と
。

九

当
該
教
育
訓
練
を
実
施
す
る
者
が
次
に
掲
げ
る
要
件
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
と
認
め
ら
れ
る
こ
と
。

イ

法
人
格
を
有
す
る
こ
と
。

ロ

当
該
教
育
訓
練
を
継
続
的
に
安
定
し
て
遂
行
す
る
能
力
を
有
す
る
こ
と
。

ハ

当
該
教
育
訓
練
を
適
切
に
実
施
す
る
た
め
の
組
織
及
び
設
備
等
を
有
す
る
こ
と
。

ニ

次
の
い
ず
れ
に
も
該
当
し
な
い
者
で
あ
る
こ
と
。

⑴

暴
力
団
員
に
よ
る
不
当
な
行
為
の
防
止
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
三
年
法
律
第
七
十
七
号
）
第
二
条
第
六
号
に
規

定
す
る
暴
力
団
員
若
し
く
は
暴
力
団
員
で
な
く
な
っ
た
日
か
ら
五
年
を
経
過
し
な
い
者
（
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
「

暴
力
団
員
等
」
と
い
う
。
）
が
そ
の
事
業
活
動
を
支
配
す
る
者
又
は
暴
力
団
員
等
を
そ
の
業
務
に
従
事
さ
せ
、
若
し

く
は
当
該
業
務
の
補
助
者
と
し
て
使
用
す
る
お
そ
れ
の
あ
る
者

⑵

破
壊
活
動
防
止
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
二
百
四
十
号
）
第
四
条
第
一
項
に
規
定
す
る
暴
力
主
義
的
破
壊
活
動

を
行
っ
た
者

⑶

会
社
更
生
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
五
十
四
号
）
第
十
七
条
の
規
定
に
基
づ
く
更
生
手
続
開
始
の
申
立
て
が
行
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わ
れ
て
い
る
者
又
は
民
事
再
生
法
（
平
成
十
一
年
法
律
第
二
百
二
十
五
号
）
第
二
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
く

再
生
手
続
開
始
の
申
立
て
が
行
わ
れ
て
い
る
者

⑷

破
産
者
で
復
権
を
得
な
い
者

⑸

役
員
の
う
ち
に
⑴
か
ら
⑷
ま
で
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
が
あ
る
者

⑹

⑴
か
ら
⑸
ま
で
に
掲
げ
る
者
の
ほ
か
、
教
育
訓
練
を
実
施
さ
せ
る
こ
と
が
不
適
当
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
者

（
変
更
等
の
届
出
）

第
三
条

前
条
の
規
定
に
よ
る
認
定
を
受
け
た
教
育
訓
練
を
実
施
す
る
者
は
、
当
該
教
育
訓
練
の
変
更
（
軽
微
な
変
更
を
除
く
。

）
又
は
廃
止
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
あ
ら
か
じ
め
、
そ
の
旨
を
経
済
産
業
大
臣
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
実
施
状
況
の
報
告
等
）

第
四
条

経
済
産
業
大
臣
は
、
第
二
条
の
規
定
に
よ
る
認
定
を
受
け
た
教
育
訓
練
を
実
施
す
る
者
に
対
し
、
当
該
教
育
訓
練
の

実
施
状
況
に
つ
い
て
報
告
を
求
め
、
必
要
に
応
じ
、
書
類
、
面
接
又
は
実
地
に
よ
り
調
査
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
。

（
認
定
の
取
消
し
）

第
五
条

経
済
産
業
大
臣
は
、
第
二
条
の
規
定
に
よ
り
認
定
を
し
た
教
育
訓
練
が
廃
止
さ
れ
た
と
き
又
は
同
条
各
号
に
掲
げ
る
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要
件
の
う
ち
い
ず
れ
か
に
該
当
し
な
く
な
っ
た
と
認
め
る
と
き
は
、
当
該
認
定
を
取
り
消
す
こ
と
が
で
き
る
。

（
認
定
期
間
）

第
六
条

認
定
の
期
間
は
、
当
該
認
定
の
適
用
日
か
ら
三
年
間
と
す
る
。

附

則

こ
の
告
示
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。


